
※

車室内や荷室・荷台の貴重品や荷物につきまして、
事前に全て降ろしていただきますようお願い致します。

荷物が残ったままですと、
国で定められた基準 を満たせず正しい検査ができません。

また、荷物の積み下ろしにより
点検・整備をスムーズに行うことができません。

大変お手数ではございますが
ご理解・ご協力を宜しくお願い致します。

※道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第１章総則第２条（定義）
七「検査時車両状態」:空車状態の自動車に運転手１名が乗車した状態

〈ゴルフバッグ・洗車用具・架装棚・仕事道具など〉

事前に荷物を降ろしていただきますようお願い致します。

※


